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１ はじめに 

本市では、市民の食の安全・安心を確保すること目的として、食品衛生法第２４条の

規定に基づき２０２０年度越谷市食品衛生監視指導計画を策定しました。 

このたび、本計画に基づき実施した監視指導及び検査等の実施結果について取りまと

めましたので、公表します。 

 

 

２ 監視指導の実施体制 

（１）適用区域及び期間 

ア 適用区域 市内全域 

イ 適用期間 令和２年(２０２０年)４月１日から 

令和３年(２０２１年)３月３１日まで 

 

（２）実施機関 

ア 監視指導 

生活衛生課が実施しました。 

と畜場及び食鳥処理場については食肉衛生検査所が実施しました。 

イ 試験検査 

生活衛生課及び食肉衛生検査所が食品関係営業施設から収去等をした食品につい

て、衛生検査課が検査を実施しました。 

 

（３）関係機関との連携確保 

  ア 厚生労働省及び消費者庁等との連携  

令和２年度に市内で発生した食中毒の情報について速やかに連絡し、情報共有を

図りました。また、全国食品衛生関係主管課長会議等に参加して安全確保に関する

情報収集や国への働きかけを行いました。 

イ 他都道府県及び政令市、中核市との連携 

食中毒事件（疑い含む、１４件）及び違反食品（疑い含む、５件）の調査につい

て、関係する自治体間で連携を図り、対応しました。 

また、近隣自治体との連携や協力を深めるため、会議及び研修会等に参加し、情

報の共有化を図りました。 

ウ 庁内連携及び関係機関との連携 

庁内関係部局間の情報共有に努め、庁内における連携を図りました。 

また、令和２年度において、緊急対応を必要とする食品の製造･供給過程で意図的

に有害物質が混入された、いわゆる食品テロ事例の発生はありませんでした。 

 

（４）試験検査実施機関の体制の整備 

食品ＧＬＰ（食品衛生検査施設における業務管理基準）の対象となる衛生検査課に

対して、内部点検、内部精度管理及び外部精度管理を実施するとともに、収去を実施

する生活衛生課に対しても、内部点検を実施し、実施する検査の信頼性を確保しまし

た。 
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３ 監視指導結果 

（１）生活衛生課による監視指導   

１，３０７施設の監視指導(更新調査時等における監視指導を含む。)を行いまし 

た。 

特に監視指導の重要度から監視予定数を設定した施設については表１のとおり監視

指導を行いました。 

 

表１ 生活衛生課が実施した監視指導結果 

回数 対象施設 
監視 

実施数 

１２回／年 卸売市場内の食品関連施設（２０件） ２６１ 

３回／年 
食中毒等で行政処分を受けた施設（２件） ７ 

規格基準に違反した食品の製造又は加工等が確認された施設（０件） ０ 

２回／年 

食品の自主回収を行った施設のうち、監視が必要と考えられる施設（０件）  ０ 

大規模製造施設（４件） ５ 

指定製造施設（９件） ２０ 

１回／年 

学校給食センター施設（３件） ３ 

給食施設（病院、社会福祉施設（高齢者、障碍者関連施設、保育園等））

（２３３件） 
３１ 

飲食店営業（仕出し・弁当調製施設）（２５件） １０ 

大型量販店（３２４件） ３３４ 

食肉処理業（２０件） ７ 

大量調理施設（７件） ６ 

食肉等を生で提供・販売する施設（５４件） ３１ 

漬物製造業施設（１２件） ９ 

食鳥卵選別包装施設（ＧＰセンター）（１件） １ 

農産物等直売所（２件） ５ 

１回／６年 
上記以外の製造施設、飲食店営業施設、給食施設及びその他の施設 

（３，３１７件） 
５７７ 

合計 １，３０７ 
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（２）食肉衛生検査所が実施した監視指導 

表２のとおり、と畜場についてはと畜検査員が、また、認定小規模食鳥処理場及び

届出食肉販売業者については食鳥検査員が定期的な監視指導を行いました。 

 

表２ 食肉衛生検査所が実施した監視指導結果 

回数 対象施設 
監視 
実施数 

開場日ごと と畜場（１件） ２４２ 

３回以上／年 認定小規模食鳥処理場（６件） １４ 

１回以上／年 

認定小規模食鳥処理場（食鳥処理場休止届の届出があっ

た施設）（１件） 
２ 

輸出食肉関連施設（と畜場及び併設食肉処理場）（２件） １０ 

合計 ２６８ 

 

（３）地域ごとの監視指導 

生活衛生課が管内地域の特色に基づき重点監視エリアを定め、小規模な製造施設や

飲食店、一般販売業の監視指導を行いました。 

 

（４）違反を発見した場合の対応 

ア 製造した食品及び表示の違反への対応 

食品製造施設において違反はありませんでした。 

イ 市場流通食品の違反への対応 

販売を停止した事例はありませんでした。 

ウ 食品営業施設の施設基準・管理運営基準違反への対応 

適宜、改善を指導しました。改善が確認できない事例については、再度立入を行

い、確認を行っています。 
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４ 食品等の検査 

（１）食品衛生法に基づく食品等の検査結果 

表３のとおり実施しました。 

表３ 食品の検査予定数及び実施数 

検査項目 対象食品 検体数 項目数 

微生物検査 

（一般細菌数、大腸菌群、

食中毒菌等） 

 

加工食品（弁当、総菜、冷凍食品

等）、生鮮食品（魚介類、食肉、卵

等） 

16／61 39／143 

 

 

理化学検査 

 

 

 

 

残留農薬 野菜、果実及びその加工品等 10／25 3,264／1,250 

食品添加物 

（指定外添加物を含

む） 

冷凍食品、魚介類、肉類加工品、輸

入菓子等 

6／44 103／440 

動物用医薬品 牛乳、食肉、魚介類、ハチミツ等 9／32 451／1,500 

アレルギー物質 めん類や菓子等の加工食品等 41／44 55／58 

放射性物質 

※市内製造・流通食品 

食肉、魚介類、野菜等 0／3 0／6 

合   計 82／209 3,912／3,397 

（実施数/計画数） 

 

（２）違反等を発見した場合の対応 

ア 規格基準に基づく検査 

規格基準に基づく検査行ったところ、表４の通り２検体で規格基準不適を確認し、

当該食品の廃棄及び再発予防策を講じるよう指導しました。 

表４ 規格基準に基づく検査数及び不適合数 

 

 

 

 

 

イ 衛生規範に基づく検査 

        違反はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査項目 検体数 不適合数 

動物用医薬品 ９検体  １検体 

食品添加物 ６検体  １検体 
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（３）と畜場、食鳥処理場における検査 

ア と畜検査 

市内と畜場に搬入された全ての牛、豚について、と畜場法に基づき表５のとおり

と畜検査を行いました。 

検査不合格の場合は、食用に供されないよう、廃棄等の措置をとりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 精密検査 

と畜検査において通常の肉眼検査で判定が難しいものについて、微生物学、病理

学、理化学検査を適宜実施しました。 

ウ 施設の衛生管理に係る検査 

施設の衛生管理や枝肉の取扱いが適正に行われていることを確認するため、表６

のとおり拭き取り検査及び切除法による検査（枝肉の表面を無菌的に切り取る検査

法）を行いました。また、その結果をと畜場に還元するとともに、必要に応じて衛

生指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ と畜検査頭数（頭） 

牛 ２，７３６ 

馬 ０ 

豚 １８０，７８９ 

めん羊 ０ 

山羊 ０ 

合計 １８３，５２５ 

表３ 施設の衛生管理に係る検査実施数 

獣種 項目 回数 頭数 検体数 

牛 

腸管出血性大腸菌※１ １２ ６０ １２０ 

ＧＦＡＰ １２ ３３ ７１ 

生菌数 １２ ６０ ７０ 

大腸菌群数 ２ １０ ２０ 

腸内細菌科菌群数※２ １０ ５０ ５０ 

豚 

生菌数 １３ ６５ ７０ 

大腸菌群数 １ ５ １０ 

腸内細菌科菌群数※２ １２ ６０ ６０ 

厚生労働省通知に基づき、令和２年６月から一般細菌の検査方法をふきとり検査か

ら切除法に変更するとともに、検査対象を大腸菌群数から腸内細菌科群数に変更し、

切除法による検査を行いました。 

※１：腸管出血性大腸菌 O26、O103、O111、O121、O145 及び O157を対象に実施。 

※２：大腸菌群の他、乳糖非分解の赤痢菌やサルモネラ菌等含む。 
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５ 一斉取締りの実施 

効率的、効果的な監視を行うため、次のとおり期間及び対象施設を定めて集中的な監 

視指導を実施しました。 

（１）夏期食中毒予防対策月間 

ア 実施期間 

７月１日から８月３１日まで 

イ 実施結果 

（ア）監視指導 

飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等の４７２施設に対して監視指導を行

いました。 

（イ）食品検査 

製造施設及び販売店から収去した５検体について検査を行い、違反はありませ

んでした。 

 

（２）食肉衛生月間 

ア 実施期間 

７月１日から８月３１日まで 

イ 実施結果 

（ア）食肉輸送車の監視 

と畜場から食肉等を輸送する車１２台について、車両の拭き取り検査及び衛生

指導を実施しました。 

（イ）と畜場使用水の残留塩素測定 

   と畜場において使用されている水１６検体について、残留塩素濃度を測定し、

衛生指導を実施しました。 

 

（３）年末一斉取締り月間 

ア 実施期間 

１２月２日から１２月２７日まで 

イ 実施結果 

（ア）監視指導 

飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等の９１施設に対して監視指導を行い

ました。 

（イ）食品検査 

製造施設及び販売店から収去した６検体について検査を行い、違反はありませ

んでした。 

 

６ 食中毒等健康危害発生時の対応 

（１）食中毒事件等への対応 

令和２年度に食中毒の原因となった３施設について、営業停止の措置をとり、こ 

の間に施設の消毒や調理従事者の衛生指導等の再発防止策を講じました。 

あわせて、「越谷市における食品衛生法等違反に関する公表要領」に基づき、速や 

かに報道発表するとともに、市ホームページで公表しました。 

 なお、いわゆる健康食品等による健康被害の発生はありませんでした。 
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（２）いわゆる食品テロへの対応 

令和２年度に市内で緊急対応を必要とする食品テロ事例の発生はありませんでし

た。 

 

７ 自主管理の推進と体制の確立 

（１）食品衛生自主管理の推進 

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理体制の推進について研修会を実施し、自主衛生管理の

推進を図りました。 

 

（２）自主回収の支援・指導 

令和２年度において、市内の食品関係営業者から自主回収着手の申出はありません

でした。 

 

（３）最新の食品衛生情報の周知徹底 

食品衛生管理者及び食品衛生責任者に対し、施設への立入時等を用い、適切にその

職責が果たされるよう、食中毒や食物アレルギー等の最新の科学的知見に基づく食品

衛生情報の提供を実施しました。 

 

（４）食品衛生指導員活動の推進及び支援 

越谷市における食品営業施設の巡回指導や食品衛生の普及啓発等、営業者に対する

自主衛生管理の推進を目的に、一般社団法人埼玉県食品衛生協会長から委嘱された２

２名が、食品衛生指導員として活動しています。 

保健所の食品衛生監視員が最新の食品衛生の情報を提供するなどの活動支援を行い

ました。 

 

（５）と畜場や食鳥処理場における講習会の開催 

と畜場の衛生管理責任者、作業衛生責任者及び従業員等に対する講習会を次のとお

り実施しました。 

実施回数： ２回 

受講者数：４１名   

 

８ 市民等に対する情報提供・普及啓発 

（１）インターネット、広報紙を活用した情報提供・普及啓発 

食品の安全・安心に関する事項について、市ホームページや広報こしがや等を通じ

て情報を提供し食中毒予防等の普及啓発に努めました。 

 

（２）パンフレット等による普及啓発 

食の安全についての正しい理解を目的に、パンフレット及びリーフレットを作成

し、配布しました。 

 

（３）出張講座等による普及啓発 

   市民からの出張講座の依頼はありませんでした。 
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（４）営業者に対する普及啓発 

営業許可更新時、夏期及び年末一斉監視時などにおける食品衛生講習会の開催やパ

ンフレットの配布を行い、最新の食品衛生情報、食中毒発生状況等についての情報提

供を実施しました。 

                 

９ 食の安全・安心確保に携わる人材の養成及び資質の向上 

（１）営業者等に対する衛生講習会 

食中毒予防の普及啓発として食品営業者及び従業員等に対する衛生教育を１９回   

（３１９名）実施しました。 

 

 

（２）優良施設等の表彰 

食品衛生の推進のために率先して献身的に努力し、その成果が顕著であったとして、

表７のとおり優良施設等の表彰がありました。 

表７ 優良施設等の表彰数 

 

 

 

 

 

（３）食品衛生監視員等による調査研究等 

厚生労働省や近隣自治体が主催する研修会や講習会等に参加し、資質向上に努めま

した。 

 

項目 優良施設 衛生功労者 優良従業員 

厚生労働大臣表彰 １ ０  

埼玉県知事表彰 １ ２  


